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   財政援助団体監査の結果について（報告）               

 下記のとおり会津若松市監査基準に準拠して財政援助団体監査を 

行ったので、地方自治法第 199 条第９項の規定によりその結果を報 

告します。 

              記      

１  監査の種類    

地方自治法第 199 条第７項の規定による財政援助団体等に対す 

 る監査（財政援助団体監査） 

２  監査の対象 

  財政援助団体及びその所管課 

⑴ 対象所管課  観光商工部  観光課 

⑵ 対象財政援助団体  会津若松市戊辰 150 周年記念事業実行委 

員会 

⑶ 対象補助金等名称  会津若松市戊辰 150 周年記念事業実行委 

員会負担金 

３  監査対象期間   

平成 29年度及び平成 30年度事務執行分         



４  監査対象事項 

⑴ 所管課 

  ア  負担金の額の算定、交付方法、時期、条件、手続等 

  イ  負担金の効果、条件の履行の確認等 

  ウ  財政援助団体に対する指導監督等 

⑵ 財政援助団体 

  ア  負担金の交付申請、実績報告等に係る事務手続等 

  イ  負担金の効果、交付条件等に基づく事業の履行状況 

  ウ  負担金に係る会計処理状況 

５  監査の着眼点   

監査委員は、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団 

 体が、補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給そ 

 の他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で 

 当該財政的援助に係るものを監査することができるとされている。  

全国都市監査委員会が定める「監査等の着眼点」の「第５  財 

 政援助団体等監査の着眼点」のうち「１  財政援助団体等監査」 

等に基づき、当該補助金等に係る当該団体における出納その他の 

事務の執行が、当該補助金等の目的に沿い適正かつ効率的に行わ 

れているかについて、監査を実施した。 

６  監査実施内容   

財政援助団体及び当該補助金等の交付を行った所管課に対し、 

あらかじめ出納その他の事務の執行に関わる関係資料の提出を求 

め、当該資料の精査により更なる調査を必要とする事項について、 

財政援助団体の事務責任者及び所管課の所属長の出席を求め、監 



査委員による対面監査において、説明を聴取した。 

７  監査の実施場所及び日程   

⑴  書類審査   

ア  実施場所  監査事務局内 

イ  実施日   令和元年 11月６日から令和２年１月 10日まで 

⑵  対面監査   

ア  実施場所  河東支所３階会議室   

イ  実施日    令和２年１月 14日 

８  監査結果   

財政援助団体を対象として、所管部局において事業効果等の検 

証は適正に行われているか、財政援助団体に対する指導監督は適 

切に行われているか、財政援助団体が行う事業は適切に行われて 

いるか等の観点から監査を実施した結果、おおむね適正な事務処  

理がなされていたが、更なる事務執行の適正を期し、次のとおり 

意見を述べる。 

なお、事務処理上改善又は留意すべき点で軽微なものについて

は、別途措置を促した。 

 ⑴  意見 

   下記のとおり意見を付すべき事項が認められたので、事務事  

業の遂行に当たって留意されたい。 

  ○実行委員会事務局組織及び運営について（観光課及び会津若 

松市戊辰 150 周年記念事業実行委員会）  

    当該実行委員会における事業の実施に当たっては、観光課  

長を事務局長として、観光課内に設置された事務局において 



事務の執行がなされている。今回、提出された資料を確認し 

たところ、実行委員会事務局における契約及び事業実施に係 

る意思決定の事務手続において、金額によらず事務局長によ 

り決裁され、また、一部が会長決裁とされていた。これらの 

決裁権限に係る区分については、実行委員会としての定めは 

設けておらず、その都度事業の内容等により判断していると 

のことであった。しかしながら、実行委員会という組織とし 

ての判断を行う場合において、その意思決定の事務手続には 

一定のルールが必要であると考える。決裁権限の区分を含め、 

意思決定のあり方について、検討されたい。 

 また、事業実施に係る意思決定について、例えば、近隣県  

への新聞広告掲載によるＰＲ事業の実施に当たっては、宮城 

県及び新潟県を対象地域として実施されているが、その対象 

地域の絞り込みに係る意思決定の記録が残されていないなど、  

一部の事業においてその経緯を記録として確認できないもの 

も見受けられた。さらに、ＡＲアプリケーション拡充業務委 

託においては、委託した業務の一部内容について、分割して  

契約するか、又は契約期間を変更して行うべきところ、それ 

が行われていないものが見受けられた。実行委員会として、 

また、その所管課として、負担金という公金により実施され 

た事業について、第三者への説明責任を果たすことができる 

よう適切な事務処理に努められたい。 

また、実行委員会が実施した誘客宣伝事業について、様々  

   な広告掲載及び協賛事業が行われているが、その対象地域等  



において一部偏りが見受けられる部分があり、今後同様の事 

  業実施に当たっては、そのＰＲ対象地域及び 広告媒体等につ 

  いて、多角的、多面的な方向性について更に検討されたい。  

また、前述のとおり事務局内におけるチェック体制につい  

ても、十分に機能していたとは言い難い状況が見受けられた。 

一方、当該実行委員会事務局を所管課へ設置するに当たり、 

所管課である観光課においては、市の通常業務に加え、実行 

委員会事務局業務が増加することとなったが、業務量の増加 

に伴い、それらを実施していく上で適切に事務処理を行うた 

めの体制が整えられたかは、課題が残ると思料する。 

今後同様の予算規模となる実行委員会等の事務局を市に設 

置する場合においては、人的な適正配置を含め、所管課にお 

ける内部統制機能が十分発揮できるような環境整備について 

も、十分検討されたい。 

 

 

 


